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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己の周囲の環境情報を取得する第一センサと、自己位置に基づいて移動部を制御する
制御部と、を備える自律移動装置において、
　前記制御部は、
　　前記環境情報に基づいてパーティクルフィルタを用いて確率的手法により推定する自
己位置の座標と向きを示す第一推定値を算出する第一推定部と、
　　前記環境情報に基づいてラインマッチングを用いてマッチング手法により推定する自
己位置の座標と向きを示す第二推定値を算出する第二推定部と、を備え、
　前記第二推定部は、
　　前記第一推定値における第一推定範囲が第一閾値よりも小さい場合に、前記第二推定
値の算出時の第二推定範囲よりも小さくした第二推定範囲において第二推定値を算出し、
　　前記第一推定値における前記第一推定範囲が第二閾値よりも大きい場合に、前記第二
推定値の算出時の第二推定範囲よりも大きくした第二推定範囲において第二推定値を算出
し、
　前記制御部は、
　前記第二推定値を自己位置として前記移動部を制御する、
自律移動装置。
【請求項２】
　自己の周囲の環境情報を取得する第一センサと、前記環境情報を基に移動部を制御する
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制御部と、を備える自律移動装置の自己位置推定方法において、
　前記制御部の第一推定部は、
　　前記環境情報に基づいてパーティクルフィルタを用いて確率的手法により推定する自
己位置の座標と向きを示す第一推定値を算出し、
　前記制御部の第二推定部は、
　　前記第一推定値における第一推定範囲が第一閾値よりも小さい場合に、第二推定値の
算出時の第二推定範囲よりも小さくした第二推定範囲において、前記環境情報に基づいて
ラインマッチングを用いてマッチング手法により推定する自己位置の座標と向きを示す第
二推定値を算出し、
　　前記第一推定値における前記第一推定範囲が第二閾値よりも大きい場合に、前記第二
推定値の算出時の第二推定範囲よりも大きくした第二推定範囲において、前記環境情報に
基づいてラインマッチングを用いてマッチング手法により推定する自己位置の座標と向き
を示す第二推定値を算出し、
　前記制御部は、
　　変化した前記第二推定範囲において算出された前記第二推定値を自己位置の座標と向
きとして移動部を制御する、
自律移動装置の自己位置推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的地までの自律移動を行なう自律移動装置、及び、自律移動装置の自己位
置推定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の自律移動装置は、自己の周囲の環境情報を取得する環境情報取得センサと、移動
部を制御して自己の位置を移動させる制御部と、を備えていた。制御部は、自己位置推定
手段を備えていた。自己位置推定手段は、記憶部に記憶された地図情報と環境情報取得セ
ンサにおいて取得された環境情報とを比較することにより、自己位置の推定誤差を算出し
て修正する。従来の自己位置推定手段では、自己位置の推定誤差の修正のために用いる環
境情報が得られないときに、自己位置を推定する範囲を広げていた。ここで、自己位置の
推定誤差とは、実際の自己位置と推定されている自己位置との位置ズレである（例えば、
特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－５５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の自律移動装置においては、自己位置の推定誤差とは関係なく、自
己位置を推定する範囲を変化させている。そのため、例えば、自己位置の推定誤差が小さ
い場合においても、自己位置を推定する範囲を広げる場合もあり、自己位置の推定の信頼
性が低くなる可能性がある。そこで本発明は、信頼性の高い自己位置の推定を可能とする
自律移動装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の目的を達成するために本発明に係る自己位置推定装置は、自己の周囲の環境情報
を取得する第一センサと、自己位置に基づいて移動部を制御する制御部と、を備える自律
移動装置において、前記制御部は、前記環境情報に基づいて確率的手法を用いた推定によ
り自己位置を示す第一推定値を算出する第一推定部と、前記環境情報に基づいてマッチン
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グ手法を用いた推定により自己位置を示す第二推定値を算出する第二推定部と、を備え、
前記第一推定値に応じて前記第二推定部により前記第二推定値を算出する際の第二推定範
囲を変化させ、前記第二推定値を自己位置として前記移動部を制御することを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る自律移動装置は、信頼性の高い自己位置の推定を実現することが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る自律移動装置の全体を示す構成図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る自己位置推定方法のフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る自律移動装置の特徴を説明する図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る自律移動装置の特徴を説明する図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るラインマッチング手法のフローチャートである
。
【図６】本発明の第１の実施の形態の第１別形態に係るラインマッチング手法の実装例を
説明する図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態の第２別形態に係る自己位置推定方法を説明する図で
ある。
【図８】本発明の第１の実施の形態の第３別形態に係る自己位置推定方法を説明する図で
ある。
【図９】本発明の他の実施の形態に係る自律移動装置の全体を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図１の全体構成を示す図を用いて、本発明の実施の形態に係る自律移動装置１に
ついて説明を行なう。なお、図１は全ての実施の形態において共通であり、各実施の形態
において適宜参照する。
【０００９】
　（第１の実施の形態） 
　図１乃至図５は、第１の実施の形態を示す図である。
【００１０】
　自律移動装置１は、自己の周囲の環境物の位置などを示す環境情報を取得しつつ、自律
的に移動する装置である。自己の周囲の環境物は、例えば、自己の周囲に存在する壁であ
る。自律移動装置１は、図１に示すように、第一センサ２と、制御部４と、記憶部７と、
を備えている。
【００１１】
　制御部４は、第一センサ２により取得した環境情報を基に、移動部３を制御して自己を
移動させる。さらに、制御部４は、自己位置を推定するための第一推定部５及び第二推定
部６を備えている。制御部４は、例えばソフトウエアをコンピュータで実行することによ
り実現される。制御部４は、第二推定部６によって推定された結果である第二推定値を自
己位置として、自己位置情報を修正する。
【００１２】
　第一推定部５は、環境情報を用いることで、確率的手法に基づき自己位置を推定する。
ここで、確率的手法は、例えばベイズ理論を用いた手法である。本実施の形態では、第一
推定部５での確率的手法として、パーティクルフィルタを用いている。パーティクル（粒
子）フィルタを用いた自己位置の推定においては、自己位置はパーティクルと呼ばれるサ
ンプル集合の分布で表現され、これらのパーティクルの推定、更新、リサンプリング等に
より自己位置の推定が行われる。
【００１３】
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　第二推定部６は、環境情報を用いることで、第一推定部５とは異なる手法に基づいて自
己位置を推定する。本実施の形態の第二推定部６は、環境情報から抽出されたラインセグ
メントを用いてラインマッチングを行うことで、自己位置を推定する。第二推定部６は、
環境情報における壁などからラインセグメントを抽出し、抽出されたラインセグメントと
地図情報に含まれるラインセグメントとを比較することによってラインマッチングを行い
、自律移動装置１の自己位置を推定する。すなわち、本実施の形態におけるラインマッチ
ングとは、第一センサ２により取得された環境情報に基づくラインと、地図情報に含まれ
るラインとを比較してマッチングする、マッチング手法の一例である。マッチング手法は
、ラインマッチングに限定されず、例えば、位置認識用のランドマークを用いる手法も利
用可能である。
【００１４】
　第一推定部５及び第二推定部６によって取得された第一推定値や第二推定値を含む自己
位置情報は、記憶部７に記憶され、制御部４等によって適宜参照される。
【００１５】
　記憶部７は、第一センサ２により取得された環境情報などを記憶する。記憶部７は、環
境情報の他に、自己位置情報、地図情報、および制御パラメータ等が記憶される。自己位
置情報は、第一推定部５によって推定される第一推定値、及び第二推定部６によって推定
される第二推定値を含む情報である。記憶部７は、例えばハードディスクやフラッシュメ
モリなど磁気的、電子的、光的に情報を保持することのできる媒体や装置である。
【００１６】
　第一センサ２は、自己の周囲の環境物の位置やその存在方向などを示す環境情報を取得
する。第一センサ２は、例えば環境情報取得センサである。第一センサ２は、例えば、自
律移動装置１の前方の走行面上を水平にスキャンするレーザレーダを用いて構成される。
この第一センサ２は、例えば、自律移動装置１の車体の前面下部の中央に設置される。レ
ーザレーダは、そのスキャン面内において所定一定角度でレーザビームを振ることでスキ
ャンして、環境物までの距離や角度（方向）を取得するセンサである。第一センサ２は、
例えば、一定の制御周期で間欠的にスキャンを行うことで、１回のスキャン毎に取得する
距離や角度を含むデータの集合を、各時点における環境情報（センサ情報）として記憶部
７に記憶させる。
【００１７】
　なお、第一センサ２は、レーザレーダを備える装置に限定されるものでは無く、周囲の
環境物までの距離や角度を測定するように構成した超音波センサや赤外線センサを用いる
ことができる。また、撮像した画像を処理して環境物までの距離を測定する画像距離セン
サなどを用いることができる。また、複数種類のセンサにより構成されていてもよい。
【００１８】
　移動部３は、自律移動装置１の位置を移動させる駆動装置である。移動部３は、例えば
電池８で駆動されるモータと駆動輪により構成される。また、移動部３は、走行情報を算
出するための第二センサ９を備えている。走行情報は、自律移動装置１の走行距離および
走行方向などを含む情報である。第二センサ９は、例えば、モータの回転数や回転速度を
計測する回転エンコーダである。
【００１９】
　本実施の形態の場合、まず制御部４は、第二センサ９によって自律移動装置１の移動距
離や移動方向を取得することで、相対自己位置情報を算出する。相対自己位置情報は、基
準位置を基準とした座標系において相対位置を含む情報である。基準位置は、例えば自律
移動装置１を起動したときの位置である。相対位置は、基準位置に対する相対的な自己位
置を示す。本実施の形態の自律移動装置１は、自己位置情報を用いて、基準位置に基づく
デッドレコニング（推定航法）を行って自律的に移動する。
【００２０】
　ここで、本実施の形態の制御部４は、第一推定部５の第一推定値に応じて、第二推定部
６が第二推定値を算出する際の推定の範囲（第二推定範囲１１）を制限することを特徴と
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する。推定の範囲とは、例えば、第二推定部６でのラインマッチングを行う範囲であり、
後述する第二推定範囲１１である。推定の範囲の制限とは、第二推定範囲１１を制限する
ことである。なお、ここでの推定の範囲を制限することは、推定の範囲を変化させること
の一例である。第二推定範囲１１は、第二推定部６で第二推定値を算出する際の推定の範
囲であり、マッチング範囲である。
【００２１】
　上述のように、本実施の形態に係る自律移動装置１の特徴は、制御部４が、確率的手法
を用いて自己位置を推定する第一推定部５と、マッチング手法を用いて自己位置を推定す
る第二推定部６とを備えることである。本実施の形態に係る自律移動装置１のさらなる特
徴は、第一推定部５で推定した第一推定値に応じて、第二推定範囲１１を制限することで
ある。
【００２２】
　第一推定値に応じて第二推定範囲１１を制限することで、本実施の形態に係る自律移動
装置１は、第二推定部６が第二推定値を算出する際の推定の範囲を、適切に制限すること
ができる。例えば、自己位置の推定誤差が大きな状況では、第二推定範囲１１を大きくす
ることにより、正確なマッチングを行う可能性を高くして、マッチングの信頼性を向上さ
せることができる。また、例えば、自己位置の推定誤差が小さな状況では、第二推定範囲
１１を小さくすることにより、マッチングの間違いの可能性を低くして、自己位置の修正
の精度を高くできる。ここで、自己位置の推定誤差とは、自律移動装置１の実際の位置や
向きと制御部４が推定している自律移動装置１の位置や向きとの間の誤差（位置や向きの
ズレ）である。このようにして、本実施の形態に係る自律移動装置１は、高速かつ信頼性
の高い自己位置の推定を実現し、適切な走行を実現できる。
【００２３】
　次に、図２を用いて、本実施の形態に係る自律移動装置１の自己位置推定方法を説明す
る。
【００２４】
　まず、制御部４は、第一推定部５による自己位置の推定の要否を判断する（ステップＳ
２１）。
【００２５】
　制御部４において、第一推定部５による自己位置の推定が必要だと判断された場合（Ｓ
２１の「要」）、制御部４は、第一推定部５により、後述する第一推定範囲１０において
自己位置を推定し第一推定値を算出する（ステップＳ２２）。本実施の形態の場合、第一
推定値の算出は、パーティクルフィルタを用いた確率的手法により行われる。そして、制
御部４は、第一推定値に応じて、第二推定範囲１１（第二推定部６による推定の範囲）を
制限する（ステップＳ２３）。具体的には、制御部４は、パーティクルフィルタの推定範
囲を示す第一推定値に基づいて、第二推定範囲１１を制限する。パーティクルフィルタの
推定範囲は、パーティクルの広がり（空間的な広がり）である。本実施の形態では、具体
的には、第一推定値（パーティクルフィルタの推定範囲）が第一閾値より小さい場合は、
第二推定範囲１１（マッチング範囲）を小さくし、第一推定値が第二閾値より大きい場合
は、第二推定範囲１１（マッチング範囲）を大きくする。
【００２６】
　そして、第二推定部６は、制限された第二推定範囲１１において、マッチング手法によ
り自己位置を推定する（ステップＳ２４）。
【００２７】
　また、ステップＳ２１の条件分岐において、制御部４が、第一推定部５による自己位置
の推定が不要だと判断した場合（Ｓ２１の「否」）には、ステップＳ２２とステップＳ２
３を行わずに、直接、ステップＳ２４の第二推定部６による自己位置を推定する。
【００２８】
　その後、制御部４において、自己位置の推定の終了判断が行われ（ステップＳ２５）、
終了していないと判断される（Ｓ２５の「Ｙｅｓ」）まで、ステップＳ２１～ステップＳ
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２４を繰り返す。
【００２９】
　以上のように、本実施の形態の自己位置推定方法の特徴は、制御部４が、第一推定部５
において確率的手法を用いて第一推定値を算出した後、第二推定部６においてマッチング
手法を用いて第二推定値を算出する際に、第一推定値に応じて第二推定範囲１１を制限す
ることである。
【００３０】
　そして、このようにして自己位置を推定した後、自己位置を修正することで、実際の自
律移動装置１の自己位置精度が高い状態で自律移動装置１を走行させることができる。
【００３１】
　なお、第一推定値は、自律移動装置１の自己位置として推定される座標値と向き（角度
）と広がり具合を示す値（分散値）の情報とを有する。また、第二推定値は、自律移動装
置１の自己位置として推定される座標値と向き（角度）との情報とを有する。また、本実
施の形態におけるラインセグメントとは、第一センサ２において取得された環境情報から
抽出される一定長さ以上の線分、または、地図情報のうち一定長さ以上の線分を意味する
。例えば、二次元的な地図情報においては、壁は線分で表現され、当該線分がラインセグ
メントに該当する。また、水平にスキャンされるレーザレーダから得られる環境情報では
、スキャン結果に基づく現実の壁を示す情報が線分として表れる。
【００３２】
　なお、本実施の形態においては、ラインセグメントは、直線以外に曲線も含む概念とし
て用いている。
【００３３】
　ここで、ステップＳ２１における要否の判断基準としては、以下に提示する第一基準～
第六基準の中から少なくとも一つを選択すれば良い。
【００３４】
　第一基準は、常に、ステップＳ２１で「要」になるものである。この第一基準を選択し
た場合、計算負荷が高くなるが、常に自己位置の精度が高い状態で、自律移動装置１が走
行できる。
【００３５】
　第二基準は、自律移動装置１の処理周期における所定周期毎にステップＳ２１で「要」
になるものである。すなわち、第二基準は、例えば、ステップＳ２４を３回行うごとにス
テップＳ２１で「要」になるなど、複数回の第二推定値の算出ごとに、第一推定値を推定
する基準である。この第二基準を選択した場合、処理速度と自己位置の精度のバランスが
取れた状態で、自律移動装置１が走行できる。例えば本実施の形態で採用したパーティク
ルフィルタのような確率的手法は、一般に計算負荷が高い。そのため、第二基準を選択す
ることで処理回数を意図的に低減させることで、制御部４での制御が処理周期に間に合わ
なくなる可能性を低減できる。
【００３６】
　第三基準は、第二推定部での１つ前の処理におけるマッチング手法のマッチング率を評
価し、このマッチング率が所定以下の場合にのみ、ステップＳ２１で「要」になるもので
ある。この第三基準は、自律移動装置１が走行する経路の壁などの形状が単純な場合に、
特に有効である。例えば、直線状の経路の場合、１つ前の処理におけるマッチング手法の
マッチング率が充分に高い場合は、急激にマッチング率が低下する可能性は低い。そのた
め、このような経路においては、第三基準を用いることで、処理速度と自己位置の精度の
バランスが取れた状態で、自律移動装置１が走行できる。
【００３７】
　第四基準は、地図情報に予め第一領域と第二領域を定めておき、第一領域内を自律移動
装置１が走行している場合には、ステップＳ２１で「要」になり、第二領域内を自律移動
装置１が走行している場合には、ステップＳ２１で「否」になるものである。第一領域と
しては、例えば、直線状の経路など、経路の形状が単純な領域である。第二領域としては
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、例えば、建物の受付近傍や経路が交差する交差路など、経路の形状が複雑な領域である
。
【００３８】
　第五基準は、所定の時間帯にのみステップＳ２１で「要」になるものである。所定の時
間帯は、例えば、深夜などである。
【００３９】
　第六基準は、自律移動装置１で搬送する搬送物の種類に応じて、ステップＳ２１で「要
」になるものである。この第六基準は、例えば、壊れ易いものなどを搬送する場合にのみ
ステップＳ２１で「要」になるものである。壊れ易いものを搬送する場合は、自己位置の
誤差により壁などへ接触する可能性が高くなる場合があるため、特に有効である。
【００４０】
　次に、図３および図４を用いて、本実施の形態に係る自己位置推定方法の状況を説明す
る。図３および図４において、実線は実際の壁の位置を示し、点線は推定されている自己
位置を基準として環境情報から抽出されるラインセグメントを示す。そして、図３および
図４における２つの自律移動装置１は、自律移動装置１の第一自己位置１ａと、環境情報
に基づいて修正された自律移動装置１の第二自己位置１ｂを表している。第一自己位置１
ａは、進行方向に走行した自律移動装置１において、デッドレコニングにより推定した自
己位置である。第二自己位置１ｂは、環境情報に基づいて、本実施の形態の自己位置推定
方法を用いて修正した自己位置である。また、図３および図４の自律移動装置１の周辺に
存在する点は、第一推定範囲１０に分布するパーティクル（粒子）であり、それぞれが推
定された自己位置を示している。第一推定範囲１０は、パーティクルフィルタの推定範囲
であり、第一推定値の一例である。
【００４１】
　ここで、図３と図４を比べると明らかなように、図３においては、第一推定範囲１０と
、環境情報および地図情報のラインセグメントのズレとが、どちらも小さい。また、図４
においては、第一推定範囲１０とマッチングのズレが、どちらも大きい。そのため、本実
施の形態のように、第一推定範囲１０の大きさに応じて、マッチングのズレの許容範囲（
第二推定部６での第二推定範囲１１）を変えることが有効であることが分かる。
【００４２】
　この実施例では、第一推定値の推定手法としてパーティクルフィルタを用いているため
、第一推定値は、多数推定されたパーティクル（粒子）のそれぞれの座標値の分布の広が
り具合を示す値である。
【００４３】
　次に、図５のフローチャート及び図１、図２を用いて、本実施の形態に係る第二推定部
６の自己位置の推定手法であるマッチング手法（図２におけるステップ２４）を説明する
。
【００４４】
　まず、記憶部７に記憶された環境情報から、環境情報のラインセグメントを抽出する（
ステップＳ４１）。次に、記憶部７に記憶された自己位置情報および地図情報から、マッ
チング対象である地図情報のラインセグメントを抽出する（ステップＳ４２）。次に、所
定の範囲内において、マッチングを行なうペアとして、環境情報のラインセグメントと地
図情報のラインセグメントを選択する（ステップＳ４３）。次に、選択されたペアでマッ
チングを行い、自律移動装置１の自己位置の推定結果である第二推定値を決定する（ステ
ップＳ４４）。
【００４５】
　なお、ステップＳ４３の所定の範囲内とは、前述のように、図２のステップＳ２１で「
要」の場合は、第一推定値に基づいて制限された範囲である。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、確率的手法としてパーティクルフィルタを用いていたが、こ
れに限定されるものでは無い。確率的手法としては、例えば格子位置推定を用いてもよい
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。また、他の確率的手法として、カルマンフィルタを用いてもよい。
【００４７】
　なお、自己位置推定方法として、第一推定部５による第一推定値と第二推定部６による
第二推定値の差が第三閾値よりも大きい場合、第一推定値に基づいて自己位置を修正して
第二自己位置１ｂとしても良い。
【００４８】
　また、自己位置推定方法として、第一推定部５による第一推定値と第二推定部６による
第二推定値の差が第四閾値よりも大きい場合、自己位置推定に関するエラーを通知する通
知手段をさらに備える構成としてもよい。
【００４９】
　また、自己位置推定方法として、第一推定部５による第一推定値と第二推定部６による
第二推定値の差が第五閾値よりも大きく、かつ、第二推定部６におけるマッチング率が第
六閾値よりも低い場合、制御部４は、第一推定値に基づいて自己位置を修正して第二自己
位置１ｂとしても良い。このようにすることにより、第二推定部６による自己位置推定に
大きな誤りが発生した場合に、対応できる。
【００５０】
　また、自己位置推定方法として、所定周期毎に、第一推定値を第二自己位置１ｂとして
初期化してもよい。このように初期化することにより、エラーの蓄積などに対応できる。
【００５１】
　なお、第二推定部６が自己位置を推定する際に用いるラインセグメントの長さは、一定
である必要は無く、例えば、地図情報に予め定められる領域、および、予め定められる分
岐条件の少なくとも一方に基づき、ラインセグメントの長さを変更してもかまわない。
【００５２】
　例えば、分岐基準として、第一推定値が第八閾値よりも大きい場合にライセグメントを
長くし、第一推定値が第八閾値未満の場合にラインセグメントを短くしても良い。
【００５３】
　また、例えば、地図情報に予め第一領域と第二領域を定めておき、第一領域内を自律移
動装置１が走行している場合には、ラインセグメントを第一長さとし、第二領域内を自律
移動装置１が走行している場合には、ラインセグメントを第一長さよりも長い第二長さと
してもよい。
【００５４】
　また、例えば、分岐基準として、所定の時間帯（例えば深夜）においては、ラインセグ
メントを第一長さとし、それ以外の時間帯ではラインセグメントを第二長さとしてもかま
わない。また、自律移動装置１が運搬するものが壊れやすい物であることを示す情報が入
力された場合ラインセグメントを第一セグメントにしても良い。
【００５５】
　また、自律移動装置２０の第一センサ２は、図９に示すように、第一推定部５に用いる
環境情報を取得する第三センサ２１と、第二推定部６に用いる環境情報を取得する第四セ
ンサ２２とを備えてもかまわない。これによれば、例えば、第三センサ２１は、確率的手
法に適した環境情報を取得し、第四センサ２２は、ラインセグメントを抽出することに適
した環境情報を取得することができる。従って、より正確に自律移動装置２０を走行させ
ることが可能となる。
【００５６】
　（第１の実施の形態の第１別形態） 
　次に、本発明の第１の実施の形態の第１別形態に係る自己位置推定方法について、図６
を用いて説明する。
【００５７】
　この第１別形態では、第二推定部６の自己位置の推定手法として、カルマンフィルタを
用いていることを特徴とする。
【００５８】
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　図６に（ａ）と記される側の図は、記憶部７に記憶される地図情報として５つのライン
セグメント（実線）、環境情報から５つのラインセグメント（破線）が抽出されている状
態を示している。そして、図６に（ｂ）と記される側の図（グラフ）では、横軸は、自律
移動装置１を基準にして（ａ）側の図のようにＸ、Ｙ座標を想定したときにおけるライン
セグメントの位置する方向を示す角度（θ）であり、グラフの縦軸は、自律移動装置１と
ラインセグメントとの距離（Ｒ）を示している。カルマンフィルタでは、これらのその方
向、距離、及び、確からしさを用いて自己位置を推定する。
【００５９】
　（第１の実施の形態の第２別形態） 
　次に、本発明の第１の実施の形態の第２別形態に係る自己位置推定方法について、図７
を用いて説明する。
【００６０】
　図７の（ａ）側の図及び（ｂ）側の図は、第一推定部５による第一推定範囲１０と第二
推定部６による第二推定範囲１１を、それぞれ図示している状態である。（ｂ）側の図に
おいては、第二推定値である自己位置が、第一推定範囲１０内に含まれているため、制御
部４は、第二推定値を自己位置として用いる。一方、（ａ）側の図においては、第二推定
値である自己位置が、第一推定範囲１０内に含まれていないため、第二推定値が誤ってい
る可能性がある。従って、（ａ）側の図においては、自律移動装置１の自己位置が第一推
定範囲１０内に配置されるように、自己位置を修正する。このようにすることで、自律移
動装置１の動作をより安定させることができる。
【００６１】
　（第１の実施の形態の第３別形態） 
　次に、本発明の第１の実施の形態の第３別形態に係る自己位置推定方法について、図８
を用いて説明する。
【００６２】
　図８においては、自律移動装置１からの視点において、ラインセグメントは図中の左方
向（一方向）にのみ存在しており、自律移動装置１の進行方向（図中上向き）に対して垂
直方向（図中左右方向）にのみ自己位置推定の精度が高い状態である。そして、第二推定
部６による第二推定値が示す分布（第二推定範囲１１）は、自律移動装置１の進行方向に
沿って伸びた状態である。このような状態においては、第二推定値を用いて自己位置の修
正を行なったとしても、自己位置の推定誤差が発生する可能性が高い。そこで、第一推定
範囲１０内かつ第二推定範囲１１内においてのみ、自己位置を推定する。このように推定
値の修正を行なうことにより、自律移動装置１の動作をより安定させることができる。
【００６３】
　なお、本願発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、本明細書にお
いて記載した構成要素を任意に組み合わせて、また、構成要素のいくつかを除外して実現
される別の実施の形態を本願発明の実施の形態としてもよい。また、上記実施の形態に対
して本願発明の主旨、すなわち、請求の範囲に記載される文言が示す意味を逸脱しない範
囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例も本願発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　上述のように、本発明に係る自律移動装置は、自己位置の推定において、信頼性の高い
移動を実現することが可能である。従って、特に病院のような建物の内部において利用可
能である。
【符号の説明】
【００６５】
１、２０　自律移動装置
２　第一センサ
３　移動部
４　制御部
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５　第一推定部
６　第二推定部
７　記憶部
８　電池
９　第二センサ
１０　第一推定範囲
１１　第二推定範囲
２１　第三センサ
２２　第四センサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】



(13) JP 6233706 B2 2017.11.22

フロントページの続き

    審査官  影山　直洋

(56)参考文献  国際公開第２０１３／００２０６７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０５－２１６４０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０５Ｄ　　　１／００－１／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

